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「暴力」とは

この法律において、「配偶者からの暴
力」の「暴力」とは、法改正前は「身
体に対する暴力」を示していましたが、
改正後は「身体に対する暴力又はこれ
に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言
動」をいいます。なお、保護命令に関
する規定及び警察本部長等の援助に関
する規定等については、身体に対する
暴力のみです。

「配偶者」とは

この法律において、「配偶者」とは婚
姻の届出をしている者のほか、事実婚
（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
関係と同様の事情がある者）も含みま
す。法改正後は、離婚後引き続き元配
偶者から暴力を受けている時は、元配
偶者も含みます。

配 偶 者 暴 力
相談支援センター

被害者に対する相談、援助、被害者
支援に関する情報提供及び一時保護等
の業務を行う機関で、本県では沖縄県
女性相談所がその機能を果たしていま
す。
平成16年12月２日から市町村でも、

当該市町村が設置する適切な施設にお
いて、配偶者暴力相談支援センターと
しての機能を果たすことができるよう
になります。

保護命令

配偶者からの暴力により生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれが大き
いときに、裁判所が被害者の申立てに
基づき、加害者に対して発する命令の
ことです。
保護命令には、接近禁止命令と退去

命令があります。

退去命令

保護命令の一つで、住居を同じくする加
害者を当該住居から退去させる命令です。
退去命令の期間は、平成16年12月１日
までは２週間。平成16年12月２日からは
２か月間に拡大されます。

「DV防止法」に出てくる主な用語の説明

婚姻の届けをしている者や事実婚の他、離婚後に引き続き元
配偶者から暴力を受けている場合、「配偶者」には元配偶者も
含まれるようになり、「配偶者」の定義が拡大されます。

配偶者からの暴力の防止、被害者の自立を支援す
ることを含めた適切な保護を図ることが責務とな
ります。

被害者が、配偶者から身体に関する暴力を受けた後に離婚し、
元配偶者から引き続き身体に対する暴力を受けている場合につ
いて、裁判所が、元配偶者に対し保護命令を発令できるように
なります。

福祉事務所は被害者の自立支援に必要な措置をと
ることが、新たに明記されます。

被害者から被害を自ら防止するための援助を受けた
いとの申出があった場合に、都道府県警察本部長等
は必要な援助を行うことが、新たに明記されます。

裁判所が、被害者の申立てにより一定の要件下で、
同居する被害者の子への接近禁止命令を発令でき
るようになります。

身体に対する暴力。
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身体に対する暴力の他、心身に有害な影響を及ぼす言動が「暴
力」に含まれるようになり、「暴力」の定義が拡大されます。
※ただし、保護命令に関する規定及び配偶者支援センター又は警察
官に通報する場合は、身体に対する暴力のみを対象とします。

配偶者からの暴力の防止、被害者の保護。

都道府県の他、市町村においても、適切な施設に
おいて配偶者暴力相談支援センターとしての機能
を果たすことができるようになります。

都道府県は、適切な施設において、配偶者暴
力相談支援センターとしての機能を果たすも
のとする。

被害者の自立支援のための具体的な援助が明確になります。
（就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につ
いての情報提供等）

被害者が自立して生活することを促進するた
めの情報提供その他の援助を行う。

退去命令の期間が、従来の２週間から２ヶ月間に拡大
されます。さらに、被害者と共に生活の本拠としてい
る住居付近のはいかい禁止も追加されます。

退去命令が発令されたら、２週間、被害者と
共に生活の本拠としている住居から退去する
こと。

保護命令の申立ての理由となった配偶者からの暴
力と同一の事実を理由とする再度の申立ては、接
近禁止命令についてに限り、することができる。
退去命令についてはすることはできない。

接近禁止命令だけでなく、一定の要件の下で退去命令について
も、保護命令の申立ての理由となった配偶者からの暴力と同一
の事実を理由とする再度の申立てができるようになります。

再度の申立てをする場合に、申立書には、更なる
生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大き
いと認めるに足りる事情に関する申立人の供述を
記載した公証人面前宣言書を添付する。

再度の申立てをする場合、配偶者暴力相談センター又は警察職員
に対し相談等を求めたという事実に係る所定の事項が申立書に記
載されている場合、公証人面前宣誓供述書は不要になります。

関係者はその職務にあたり、被害者の人権尊
重に十分配慮する。

被害者の国籍や障害の有無等を問わず、被害者の
人権尊重に十分配慮することが明記されます。

婚姻の届けをしている者、又事実婚も含む。

改正前 改正後

接近禁止命令

保護命令の一つで、加害者によるつ
きまといや住居・職場近くをはいかい
することを禁止する命令です。
期間は６か月間です。
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「ちゅらさん運動」で築く安全・安心な沖縄県 毎月３日は、「ちゅらさん運動の日」


